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「各地方運輸局トラック・物流Ｇメンの取組について」
⑤ 参考資料



事前にいただいたご意見・ご質問等
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物流2法改正による具体的な規制内容・影響
運送事業者 兼 利用運送事業者の皆様から

• 法改正が多く一部重なり合う内容もある中ダブルスタンダードになっているようなものなど、実務の対応はどうす
べきか知りたい。

利用運送事業者の皆様から

• 特定荷主になった時の為に、「中長期計画書」の記載方法を記載例も交え説明してほしい。
• 貨物運送利用事業者への改正法を中心とした法規制を確認したい。
• 適正原価がどのように２０２８年、適用されるようになるか見通しを知りたい。
• 物流２法改正による具体的な規制内容・影響について、今後の予測を知りたい。
• 貨物利用運送事業者として、利用運送量100万トン以上になる見込みです。そのため、運送利用管理規程

と運送利用管理者の国土交通大臣への届出方法について、具体的な手続き方法を教えてください。
発荷主の皆様から

• 適正運賃の検討を進めていると思いますが、現在の進捗はいかがでしょうか？
倉庫事業者の皆様から

• 当社は倉庫会社です。社内に「通関部」があり外貨貨物のドレージ(港～倉庫）までの輸送手配依頼を運
送会社にFAXにて依頼をしております。このようなケースの場合、通関部(会社）としてどのような対応をすれば
よろしいでしょうか。輸送手配依頼書は保管しております。会社としては倉庫業で社内の1部署の話です。

• 当社はトレーラーヘッドを1台保有しております。ドライバーは当社所属。仕事内容は当社倉庫まで外貨コンテ
ナをドレージで運んできてもらったものを倉庫バースに接続、作業終えたらバースから切り離すだけです。この場
合、何かする必要があるのかご教示いただきたいです。

• 年度替わりのタイミングで、人も入れ替わるので、トピックスおさらいいただけると大変ありがたいです。（公開
中動画、大変たすかります。）



事前にいただいたご意見・ご質問等
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取適法・振興法（旧下請け２法）について
元請トラック運送事業者の皆様から

• 様々な事例を紹介いただきたい。
• 取適法では運賃と附帯作業を明確に分け、それぞれで料金を設定することとテキストに記載されていますが、

現行の運賃に積み込み・荷下ろしの附帯作業料が含まれている場合は、現行運賃を運賃・積み込み料・荷
下ろし料に分解すれば良いのか？それとも、運賃の〇％に相当する部分が附帯作業という表記でも良いの
か？また附帯作業の適正価格はどう判断すればよいのでしょうか？

利用運送事業者の皆様から

• 同業他社の活動が知りたい。
• 他社物流事業者様の取適法の対応されているのかが知りたいと物流DXなどはどのようにされているのかも知り

たい。後、標準的運賃と原価計算の算出仕組みをお聞きしたい。
発荷主の皆様から

• 取適法とトラック法(貨物自動車運送事業法)における禁止事項と実施義務の有る項目を知りたいです。
• 自動車ディーラーです、新車PDI拠点から拠点向け運送が取適法適用となるのか等、輸送ルートにおける取

適法適用範囲について知りたい。
商慣行の見直しについて

発荷主 兼 着荷主の皆様から

• 商慣行見直しや一貫パレチゼーション化等の先進事例、着荷主（中小含む）の行動変容の進捗等が知り
たい。

• 商慣行見直しについて国の政策・スケジュールが知りたい。
• 自主荷役の内容によりますが、無償対応していることが多いと思いますが、どのように対処すべきなのか？

中小の着荷主にその認識はありません。
4



事前にいただいたご意見・ご質問等
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バース予約システムの導入について
運送事業者 兼 元請トラック運送事業者 兼 利用運送事業者の皆様から

• 共配車両におけるバース予約システム対策。
利用運送事業者の皆様から

• バース予約システムの導入について、現在いろいろな会社が各々のシステムを展開しております。運送会社側
としては様々なシステムを使用するようになる可能性もあり、事務作業が煩雑になると考えられます。国やトラッ
ク協会等が主導でシステムを導入することはないのでしょうか。通関業界でいうNACCSのようなものがトラック業
界にもできると1つのシステムで完結する為、業務の効率化が図れると考えます。

モーダルシフトについて
倉庫事業者の皆様から

• 医薬品といった温度管理が必要なアイテムにおけるモーダルシフト（鉄道・船など）事例を知りたいです。

物流ＤＸ（デジタル化、機械化・自動化）
利用運送事業者の皆様から

• 他社物流事業者様の取適法の対応されているのかが知りたいと物流DXなどはどのようにされているのかも知り
たい。後、標準的運賃と原価計算の算出仕組みをお聞きしたい。

発荷主 兼 着荷主の皆様から

• 他社の取組み事例が知りたい。
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パレットの導入について
利用運送事業者の皆様から

• パレットの導入に難色を示している業者が非常に多いと感じています。荷下ろし時間の削減、積載効率の
向上を実現するうえで必要なことでは、と思っている。

発荷主 兼 着荷主の皆様から

• パレット化について、現状バラ降ろしの荷物をパレット化するにあたり、「先方にレンタルパレット加盟」「専用パ
レットを購入する」があるかと思いますが、どちらも費用負担の面で苦戦しております。他社アイデアあれば、ご教
授頂けますと幸甚です。

利用運送事業者について
元請トラック運送事業者 兼 利用運送事業者 兼 倉庫事業者の皆様から

• 利用運送事業者は、『利用の利用』といった場面も多々あるため、二次下請けの制限は非常にハードルが高
いと感じています。原則論は理解していますが、具体的に三次下請等に依頼する事になった場合、どの様な会
話を三次下請とすれば良いか、また、どの程度の下請け構造であれば許容範囲であるか等、サンプル事例を
もって御説明頂けると助かります。

利用運送事業者の皆様から

• 今後の利用運送事業者の役割、変化点について知りたい。
• 貨物利用運送事業者（利用運送専業）は、年取扱量が９万トン以上でも特定荷主には当たらないか知り

たい。
利用運送事業者 兼 その他事業者の皆様から

• 取次を行った場合（費用処理は立替処理）は請負階層にカウントされるのかどうか知りたい。あくまでも運送
契約の有無が判断基準となるのでしょうか。 6



事前にいただいたご意見・ご質問等
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トラックＧメンの具体的な活動内容
運送事業者の皆様から

• 取適法の違反事例、トラックGメンの具体的活動内容を教えてください。
• 白ナンバー問題の荷主摘発事例も可能であれば教えてください。

その他事業者の皆様から

• 今後、荷主の規制が強められるものと認識しています。白トラ委託荷主に行政指導を行う場合、働きかけ・要
請・勧告のいずれから始まるのでしょうか。工程をお示し頂けたら幸いです。

• 年末年始に行なわれた物流事業者への調査票の回答率はどうだったのでしょうか。また今後も行われるので
しょうか。

適正運賃収受（運賃交渉）
元請トラック運送事業者 兼 利用運送事業者の皆様から

• 適正運賃収受を目指して交渉をするにあたり、あらゆる方面からの国や協会のサポートを期待。

標準的運賃、標準運送約款
利用運送事業者の皆様から

• 他社物流事業者様の取適法の対応されているのかが知りたいと物流DXなどはどのようにされているのかも知り
たい。後、標準的運賃と原価計算の算出仕組みをお聞きしたい。



事前にいただいたご意見・ご質問等
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トラック運送事業の原価計算
元請トラック運送事業者 兼 利用運送事業者の皆様から

• 特に28年施行予定の適正原価について知りたいです。
利用運送事業者の皆様から

• 他社物流事業者様の取適法の対応されているのかが知りたいと物流DXなどはどのようにされているのかも知り
たい。後、標準的運賃と原価計算の算出仕組みをお聞きしたい。

発荷主の皆様から

• 原価計算する上での項目や数値及び算出方法が知りたい｡

その他（倉庫業について）
その他事業者の皆様から

• 一昨年来の米の確保と米離れの混在によって定温倉庫がひっ迫していると聞いています。倉庫業界の課題を
提示いただけたら幸いです。

• 倉庫の老朽化によって、古い建物の扱いについて何か計画がありましたらご教示ください。不動産であるため資
金面でどうにもならないことになるのでは？という危惧があるようです。

• 物流大綱によると倉庫業も適正原価による価格転嫁を進めていくように認識しています。こちらも荷主にアナウ
ンス頂けると幸いです。また、トラックのように料金モデルが提示されるなどあるでしょうか？



事前にいただいたご意見・ご質問等
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その他（総合物流施策大綱について）
その他事業者の皆様から

• ラストワンマイル：宅配ボックスの使用について、運送事業者間の占有トラブルがあります。置き配標準化の
ルール策定では実情をヒアリングの上、トラブルに対する罰則を定めて欲しいと思います。

• 中小トラック事業者：事業協同組合等の活用とありました。事例を提示いただけると幸いです。

その他（事業用自動車総合安全プランについて）
その他事業者の皆様から

• トラックのデジタコ義務化の方向で進むと認識しています。スケジュールを提示いただけると助かります。
• 先日、飲酒運転の裁判で危険運転の判断がされました。その後TV番組内で女性ドライバーがプライベート時

間内ですがジョッキでビールを飲むシーンが放送されました。やはりトラックドライバーには酒豪のイメージが強く、
アルコールインターロックの義務化も視野に入れるべきではないでしょうか？

• 令和9年には、軽貨物の貨物軽自動車安全管理者の移行期間を終えます。運輸局さまも監査対象が広が
り、かつ更新制も始まることから、適性化実施機関を含めた職員の負担増が予想されますが、監督体制をどの
ように整えていくのでしょうか？



① 事前アンケート結果、テーマ別の意見・質問共有
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 物流改正法ご質問への回答
④ 全国Ｇメンリレートーク

「各地方運輸局トラック・物流Ｇメンの取組について」
⑤ 参考資料
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最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和8年2月18日～令和8年3月16日 ※順不同

2次元
コード関係省庁公表日トピック(報道発表)

国土交通省
農林水産省
経済産業省

R8.3.3

「2030年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会提言」の公表～
2030年度までの物流革新の「集中改革期間」における輸送力不足の解消
に向けて～
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000979.html

厚生労働省R8.3.5
「働き方改革関連法施行後５年の総点検」の調査結果を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00060.html

国土交通省R8.3.6
「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決
定
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000351.html

国土交通省R8.3.9
令和７年度海運モーダルシフト大賞を選定！
～海上輸送へのモーダルシフトにおける革新的な取組に対して授与～
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji03_hh_000211.html

公正取引委員会R8.3.12

「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取
引方法」改正案等に対する意見募集及び公聴会の開催について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/mar/260312_pubcom
me_kotyokai.html

11



12

1

最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和8年2月18日～令和8年3月16日 ※順不同

2次元
コード関係省庁公表日トピック(報道発表)

国土交通省R8.3.12
自動運転トラック実装支援事業費補助金に係る執行団体の決定について
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000984.html

国土交通省R8.3.12
ラストマイル配送効率化促進事業費補助金に係る執行団体の決定につい
て
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000985.html

国土交通省R8.3.12地域物流脱炭素化促進事業費補助金に係る執行団体の決定について
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000986.html

国土交通省R8.3.12
地域の事業者間連携を通じた物流生産性向上推進事業費補助金に係る
執行団体の決定について
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000987.html

中小企業庁R8.3.13

中小企業省力化投資補助事業（一般型）の第6回公募要領を公開しまし
た
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2026/260313001.
html

厚生労働省R8.3.13
「はたらく」に関する情報が見やすく便利になります
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70975.html

12



13
最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和8年2月18日～令和8年3月16日 ※順不同

2次元
コード関係省庁公表日トピック(報道発表)

国土交通省R8.3.13今年春に引越をご予定の皆様へ ～予約状況のお知らせ～
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000353.html

国土交通省R8.3.13
物流負荷の低減に向けた多様・柔軟な受取・注文方法の普及促進事業費
補助金に係る執行団体の決定について
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000988.html

国土交通省R8.3.13
自動車運送事業関連手続きのオンライン申請が拡充します！
～いつでもどこからでも申請可能に～
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000497.html

国土交通省R8.3.13
国土交通省発足25 周年を迎えて
～「MLIT Road 25」特設ページで様々な情報発信を行っています～
https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo01_hh_000299.html

経済産業省R8.3.16
民間備蓄義務量の引き下げ及び国家備蓄石油の放出を行います
https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260316005/20260316005.ht
ml

国土交通省R8.3.16
「『物流施設におけるＤＸ推進実証事業』効果検証・事業総括ウェビナー」
を開催します！
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu02_hh_000080.html
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2030年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会 提言(案)概要①

サービスの供給制約に対応するための徹底的な物流効率化
物流全体の最適化に向けた商慣行の見直しや荷主・消費者の行動変容、産業構造の転換
持続可能な物流サービスの提供に向けた物流人材の地位・能力の向上と労働環境の改善
物流に携わる多様な関係者の連携・協力による物流標準化と物流DX・GXの推進
厳しさを増す国際情勢や自然災害等に対応したサプライチェーンの高度化・強靱化

1

2
3
4

5

我が国の社会経済全体が直面する現状・課題 物流を取り巻く現状・課題

本格化する人口減少や担い手不足
社会全体のデジタル化やイノベーション
気候変動問題やカーボンニュートラル
国際競争力の低下や不確実性が高まる国際情勢
大規模自然災害やインフラの老朽化

「物流革新に向けた政策パッケージ」等に基づく官民での
取組の成果により、2024年度の約14％の輸送力不足
を概ね解消し、2024年度を越えても物流の機能を維持
一方で、2030年度までの物流革新の「集中改革期間」に
おいて、今後、担い手が深刻化する中で、必要な物流の
機能を維持するための施策の具体化・深度化が必要

今後の物流政策の方向性
2030年度までの物流革新の「集中改革期間」において、従来にない対策を抜本的かつ計画的に講じることにより、将来に
わたって物流の持続可能性を確保していくとともに、我が国の成長エンジンや公共性の高いサービスとしての物流のポテン
シャルを最大限に引き出すことが求められる。
こうした認識の下、次期「物流大綱」が目指すべき今後の物流政策を、下記の５つの観点に分類し、国のみならず、物流
事業者、発着荷主、一般消費者をはじめとした物流に携わるすべての関係者が一致団結して、各種の取組を推進。
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物流に携わる多様な関係者の連携・協力による物流標準化と物流DX・GXの推進
・ フィジカルインターネットの実現を見据えた物流標準化・デジタル化の推進
・ カーボンニュートラルの実現に向けたサプライチェーン全体の脱炭素化の推進

厳しさを増す国際情勢や自然災害等に対応したサプライチェーンの高度化・強靱化
（港湾・航空ロジスティクスの強化など）・ サプライチェーンの高度化を通じた我が国の物流の国際競争力強化の実現

・ 我が国の物流システムにおける経済安全保障やサイバーセキュリティ等の確保
・ 大規模自然災害等に備えた物流ネットワークの強靱化

4

5

今後取り組むべき施策

持続可能な物流サービスの提供に向けた物流人材の地位・能力の向上と労働環境の改善
・ トラック・倉庫・鉄道・船舶・港湾・航空等の物流人材の確保・育成、労働環境の改善、生産性向上の推進
・ トラックドライバーの休憩環境の改善 ・ 輸送の安全確保に向けた対策 等

サービスの供給制約に対応するための徹底的な物流効率化
・ 物流ネットワークの自動化・省人化の推進（自動運転トラック、自動物流道路など）
・ 効果的な物流体系の構築に向けたインフラ整備や新モーダルシフト等の推進
・ 地域のラストマイル配送等の持続可能な提供の維持・確保

1

3

物流全体の最適化に向けた商慣行の見直しや荷主・消費者の行動変容、産業構造の転換
・ 改正物流法等を通じた荷主・物流事業者・消費者等の連携・協力の強化
・ 適正な運賃収受等に向けた価格転嫁の円滑化と取引環境の適正化の推進
・ トラック適正化２法等を通じたトラック運送業界全体の構造転換の推進

2

15

2030年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会 提言(案)概要②



サービスの供給制約に対応するための徹底的な物流効率化

次期「総合物流施策大綱」に基づき今後取り組むべき施策(案)①
1

(３) 地域のラストマイル配送等の持続可能な提供の維持・確保

(１) 物流ネットワークの自動化・省人化の推進 (２) 効果的な物流体系の構築に向けたインフラ整備や
新モーダルシフト等の推進

①日本全体の物流ネットワークの再構築の推進

③農林水産物・食品等の流通合理化

①自動運転トラック等の革新的車両の導入促進のための環境整備

③地域の配送等における新たな輸送手段の活用と次世代産業としての展開 16

①多様な受取方法の更なる普及・浸透や宅配サービスのあり方の変革
②地域の物流サービスの持続可能な提供に向けた環境整備

１対多運航のドローンによるラストマイル配送

③陸・海・空の多様な輸送モードの自動化の推進

自動物流道路のイメージ

レベル４自動運転トラックの早期実装の推進 ダブル連結トラックの複数事業者間での運用

②陸・海・空の輸送モードを総動員した「新モーダルシフト」の推進

鉄道・海運へのモーダルシフト 航空機の空きスペース活用 ダブル連結トラックの導入促進

物流の結節点となる基幹物流拠点のイメージ

物流を支える地域の受取拠点の整備

消費者宅配事業者

コンビニ

宿泊施設 等

受取拠点

公民館

飲食店

中継共同物流拠点

予冷・防振の上でのモーダルシフト

卸売市場
消費地での

配送
産地での

集荷

共同集出荷
施設

農産品のパレット化

②デジタルライフラインの全国整備と連携した物流サービスの実装加速

自動運転サービス支援道

空港制限区域内の
自動運転トーイングトラクター自動運航船のイメージ

ドローン航路

三大都市圏等の環状道路の整備



物流全体の最適化に向けた商慣行の見直しや荷主・消費者の行動変容、産業構造の転換
(１) 改正物流法等を通じた荷主・物流事業者・消費者等

の連携・協力の強化
①トラック・倉庫業界等における価格転嫁と取引適正化の推進

2

①荷主・物流事業者等の連携・協力による新たな商慣行の定着

(２) 適正な運賃収受等に向けた価格転嫁の円滑化と
取引環境の適正化の推進

②内航海運における荷主等との取引環境の改善

③港湾運送事業や空港グランドハンドリング事業での適正取引の推進

(３) トラック適正化２法等を通じたトラック運送業界全体の構造転換の推進
①トラック適正化２法を通じたトラック運送業界の健全化の推進 ②トラック運送業等の事業基盤の強化

②消費者、発着荷主をはじめとする物流関係者全体の行動変容・
意識改革の推進

複数の荷主の貨物の積合せ トラック予約受付システムの導入 パレット等の輸送用器具の活用

物流コストに関する消費者等の
理解醸成のための広報「再配達削減PR月間」の実施 物流に配慮した注文方法

消
費
者

「ゆっくり便」でOK！

商品購入画面

即日配送
ゆっくり便

Ｅ
Ｃ
事
業
者

17

ガイドライン
策定して反映

作業効率化等のための指針

運賃等を構成する費目等の
「標準的な考え方」

中小受託取引適正化法に基づく指導・助言
公正取引委員会とトラック・物流Ｇメンの

合同荷主パトロール

内航海運業界 行政

荷主業界

取引環境の
改善に関する
課題等を共有

適正原価

反映して算出

事業の適性な運営確保に必要な費用

人件費燃料費
減価償却費 公租公課 …

適正原価を下回らない運賃・料金の収受 違法な「白トラ」への規制強化 多重取引構造の是正

２次請け

１次請け

元請

荷主

今
後

ｎ次請け

…

２次請け

１次請け

元請

荷主

事業承継・M&Aによる事業規模の拡大事業協同組合等による協業化

荷主等に対する
価格交渉力の向上

事業経営の維持・継続のための
体制確保 等

次期「総合物流施策大綱」に基づき今後取り組むべき施策(案)②



持続可能な物流サービスの提供に向けた物流人材の地位・能力の向上と労働環境の改善

①トラックドライバーや倉庫等における物流人材の育成プランの策定

18

③多様な人材が活躍できる物流産業への転換

3

⑥港湾・鉄道・航空分野における担い手の確保

鉄道駅における荷役作業 DX化による生産性向上港湾運送の魅力発信

⑧輸送の安全確保に向けた対策

②トラック・倉庫分野における特定技能外国人等の定着・活躍の促進

「CLOフォーラム」の開催
（イメージ）

④物流統括管理者や高度物流人材の能力向上に向けた環境整備

物流改善に向けた異業種・競合企業間の連携の促進

「特定活動」としての在留
（最大６か月）

「特定技能１号」としての在留
（最大５年）

採
用
・
入
国

乗
務
開
始

特定技
能評価
試験

・
日本語
試験

合格
日本語研修等

日本の運転免許の取得

運転免許を要しない
付随業務に従事可能

特
定
技
能
１
号
の

在
留
資
格
取
得

初任ドライバー
研修

※日本人ドライバー
と同様

トラック運送分野における外国人材の受入れフロー 倉庫における外国人材の活用

スキル等に応じた
キャリアアップの道筋

の可視化

自動運転やAI等の
活用を見据えた
物流人材の育成

⑦トラックドライバーの休憩環境の改善

短時間限定駐車マス
(東名 足柄SA(上り))

兼用マスの設置による
大型車駐車マスの拡充 複数縦列式駐車場の

試行運用(鹿野SA)

⑤海技人材の確保・育成や労働環境の改善、内航海運の生産性向上

船員室の充実化等
船員が目視で行う確認作業を

操舵室で一元的に把握
独立行政法人海技教育機構

の養成基盤の強化

ドライバーモニタリング
3D都市モデルを活用した
訓練用ドライブシミュレータデジタル式運行記録計の普及促進

生産性向上に資する
荷役設備の導入

アシストスーツ等による
荷役作業の省力化

働きやすい職場
認証制度

出典：矢崎エナジーシステム株式会社

次期「総合物流施策大綱」に基づき今後取り組むべき施策(案)③



物流に携わる多様な関係者の連携・協力による物流標準化と物流DX・GXの推進
(１) フィジカルインターネットの実現を見据えた物流標準化・デジタル化の推進
①「標準仕様パレット」の導入促進と物流標準化の対象領域の拡大

(２) カーボンニュートラルの実現に向けたサプライチェーン全体の脱炭素化の推進
①サプライチェーン全体の脱炭素化の推進 ②物流分野での再生可能エネルギー等の地産地消や

循環経済(サーキュラーエコノミー)の実現に向けた取組の推
進

19

4

地域における再エネ電力の地産地消モデルのイメージゼロエミッション船EVトラック・FCVトラック

同一地域内
で電力融通

同一地域内
に電力供給

地域の再エネ発電

事業所

劣化バッテリーを蓄電池として再利用

交通ターミナル

充電

・ガソリンスタンド
・バスターミナル 等 EVバス

EVトラック

EVタクシー

③物流のデジタル化・自動化・機械化等を通じた業務効率化の推進
企業横断的な
輸配送データ

AI等を活用した配車・運航計画の最適化
エレベータとシステム連携
した自動フォークリフト 自動倉庫

ラストマイル配送における標準化のイメージ

宅配事業者Ｂ
Ａ社管理コード
宅配事業者Ａ

AB999
Ｂ社管理コード

標準的なコード体系の整備

98765

折りたたみコンテナクレート
等

ロールボックスパレット

輸送容器等の標準化に向けた検討

「標準仕様パレット」の導入促進

バラ積み・バラ卸し

「標準仕様パレット」の利用に
よる荷役時間の短縮パレットからパレットへの積み替え

〈木質バイオマス〉〈廃食油〉

〈規格外ココナッツ〉

＜SAF原料のイメージ＞

SAFの導入促進

②荷主・物流事業者間の連携・協働によるデータ連携等の取組の深化

物流データの
可視化・共有化

需要増=価格増 需要減=価格減

物流コストに応じた商品価格の設定
に向けたダイナミックプライシング

カーボンニュートラルポート

④フィジカルインターネットの実現に向けた取組の推進

開放的・中立的
なデータプラット
フォーム
地域間格差の
解消

リソースの最大限の
活用による究極の
物流効率化
廃棄ロス・ゼロ

生産拠点・輸送手段・
経路・保管等の選択肢
の多様化
企業間・地域間の密接
な協力・連携

物流従事者の適正
な労働環境
物流関連機器・
サービス等の新産業
創造・雇用創出

フィジカルインターネット(2040年)
「時間」・「距離」・「費用」・「環境」の制約から、
個人・企業・地域の活力と創造性を解放し、
価値を創出するイノベーティブな社会を実現

②強靱性
(止まらない物流)

③良質な雇用の確保
(成長産業としての物流)

④ユニバーサル・サービス
(社会インフラとしての物流)

①効率性
(世界で最も効率的な物流)

調達計画等の
の連携

発注量・納入量の
平準化

ばらつき 平準化

次期「総合物流施策大綱」に基づき今後取り組むべき施策(案)④



厳しさを増す国際情勢や自然災害等に対応したサプライチェーンの高度化・強靱化

(３) 大規模自然災害等に備えた物流ネットワークの強靱化

(１) サプライチェーンの高度化を通じた我が国の物流の国際競争力強化の実現
①成田空港等の更なる機能強化等を通じた

国際航空物流拠点の整備
②国際コンテナ戦略港湾政策の推進等 ③安定的な国際海上輸送の確保に向けた

海運の国際競争力強化

5

④我が国の物流産業の持続的成長に向けた
海外市場の開拓や関係諸国との連携強化

⑤農林水産物・食品の輸出拡大に向けた
戦略的サプライチェーンの構築

⑥越境ECが拡大する中での通関業の役割の
重要性と適正な業務運営の確保

①災害等の有事における物流ネットワークの維持・確保
②大規模自然災害に備えた緊急物資輸送の体制強化等

(２) 我が国の物流システムにおける経済安全保障や
サイバーセキュリティ等の確保

①経済安全保障やサイバーセキュリティに
対応した物流産業の構築

②不確実性が高まる国際情勢に対応した
国際物流ネットワークの多元化・強靱化

③シーレーンの安全確保 20

我が国の海事産業群の健全な循環

農林水産品・食品の輸出拠点型市場の整備現地政府との政策対話官民ファンドを活用した海外展開支援

中央回廊・
カスピ海ルート

喜望峰周り
海上輸送ルート

官民コンソーシアムで
実証輸送の成果を共有

国際物流の新たなBCPルートの開拓 災害時のドローン活用

越境ECによる貨物（通販貨物）の輸入通関の流れ

国による物資拠点への支援

B 滑 走 路 延 伸B 滑 走 路 延 伸

C 滑 走 路 新 設C 滑 走 路 新 設

空港隣接地との一体的運用

貨物物流機能の集約
（新貨物地区）

新旅客ターミナル

成田空港・羽田空港の一体的運用に向けた
両空港間のフィーダー輸送の自動化や税関関連事務の簡素化等

成田空港の国際ハブ空港としての地位確立のための取組の推進 国際コンテナ戦略港湾の「集貨」・「創貨」・「競争力強化」の取組の推進

次期「総合物流施策大綱」に基づき今後取り組むべき施策(案)⑤









補助事業の募集開始につきましては、後日発表
（執行団体：パシフィックコンサルタンツ株式会社）



補助事業の募集開始につきましては、後日発表
（執行団体：大日印刷株式会社）
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中小企業省力化投資補助金（一般型）応募申請スケジュール

27







補助事業の募集開始につきましては、後日発表
（執行団体：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）





中国トラック・物流Ｇメン人事院総裁賞受賞報告

国民全体の奉仕者として、行政サービスや国民生活の向上に顕著な功績を挙げ、国民
の期待に応えた職員又は職域グループの功績を表彰

：賞の概要

地方発信の取組（荷主への予告なし訪問や毎月のオンライン説明会）が全国への波及
し、荷主の理解促進、物流現場の課題可視化、働きやすい職場づくりや、運送業の持
続可能性向上に大きく貢献した。

：業績概要

皆さんの素晴らしい貢献は国民全体の奉仕者である公務員の規範となるものであり、
敬意を表します。体に気をつけてこれからも頑張ってください。
（上記全体へのお言葉の後個別歓談、やりとりは次ページ）。

：天皇陛下の
お言葉

表彰式：令和８年２月１０日（火） 天皇陛下への御接見:令和８年２月２６日（木）



人事院総裁賞、天皇陛下御接見の御報告

中国トラック・物流Ｇメンとの個別歓談の様子
「お仕事はどうですか？」と投げかけていただいたので、以下のとおりお答えしました。
「「作る」「売る」「建てる」など、関係者は皆一生懸命頑張っています。ただ、「商売上の競争」により、他
者に配慮する余裕がなく、時代の変化についていけない人もいます。そのしわ寄せを一番弱い「運ぶ」を
担う者が受け、トラックドライバーのなり手不足が生じ、輸送継続の不安が起きています。関係者同士
のコミュニケーション不足が原因の一つでもあり、我々Gメンはそれを補填する役目を負っています。」
また、今回の受賞で、天皇陛下が物流に目を向けていただけることを荷主・物流関係者共に喜んでいると
ご報告しました。
会話の最後には、「大変だと思いますが頑張ってください」という旨のお言葉を直接かけていただくことがで
きました。 物流関係者全体にかけていただいた言葉でもあると思いました。

天皇陛下への御接見:令和８年２月２６日（木）於：皇居御所大広間

大広間ご入場後、天皇陛下が受賞者全員におかけになっ
た御言葉

「皆さんの素晴らしい貢献は国民全体の奉仕者である公
務員の規範となるものであり、敬意を表します。体に気を
つけてこれからも頑張ってください。」
←御接見の様子（写真は昨年のもの（人事院HPより））

※今年度雅子皇后はご欠席



① 事前アンケート結果、テーマ別の意見・質問共有
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 物流改正法ご質問への回答
④ 全国Ｇメンリレートーク

「各地方運輸局トラック・物流Ｇメンの取組について」
⑤ 参考資料



改正物流効率化法 質疑応答紹介

Ｑ．改正物流効率化法の今後のスケジュール
（届出・報告の提出期限等）
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2024年5月15日 物流改正法 公布
2024年6月～11月 第１回～第４回合同会議（規制的措置の施行に向けた検討・取りまとめ）
2024年11月27日 合同会議取りまとめを策定・公表
2025年１月・２月・３月 法律の施行①に向けた政省令の公布
2025年４月１日 法律の施行①

2025年８月 法律の施行②に向けた政省令の公布
2025年秋頃～ 判断基準に関する調査等の実施

2026年４月１日 法律の施行②

2026年５月末 特定事業者の届出～指定手続
→荷主は、指定後速やかに物流統括管理者の選任届出

2026年10月末※ 中長期計画の提出 ※初年度のみ。2027年度以降は７月末〆

2026年秋頃（想定） 判断基準に関する調査等の実施

2027年７月末 定期報告の提出

今後のスケジュール（想定）

基本方針
荷主・物流事業者等の努力義務・判断基準
判断基準に関する調査・公表 等

特定事業者の指定
中長期計画の提出・定期報告
物流統括管理者（CLO）の選任 等

特定事業者の指定に向け
荷 主：取扱貨物重量の把握
トラック：車両台数の把握
倉 庫：保管量の把握

定期報告に向け
・実施状況把握
・荷待ち時間等の計測
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特定荷主等の改正物効法への対応のフロー図（全ての荷主等／特定荷主等）

努力義務への
対応

取扱貨物重量
の把握

特定事業者の
指定の届出

物流統括管理
者の選任

中長期計画の
策定

定期報告の
提出

評価・公表

・運送委託／貨物受渡しのパターンを把握 →自社が改正物効法上のどの荷主に該当するかを把握
・各施設／運行における判断基準の取組状況を整理
・物流改善に向けた責任者等の体制を構築し、取組を行う

・事業者（法人番号）ごとに、第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者等としての年度の取扱貨物
重量をそれぞれ算定

・第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者等のいずれかとして前年度の取扱貨物重量が９万トンを超える場
合は、荷主事業所管省庁等に届出を行い、特定事業者の指定を受ける（５月末〆・初回のみ）

・特定事業者の指定を受けた後、物流統括管理者を選任し、届出（特定事業者の指定後すみやかに）
（※特定荷主及び特定連鎖化事業者のみ）

・運送委託／貨物受渡しの全体像と改善の優先順位・方法を検討
・取引先との協議や施設整備などの長期的な対応を含めて計画（2026年は10月末〆・毎年度提出すること
を基本としつつ、計画内容に変更がなければ５年ごと７月末〆）

・判断基準の取組状況や荷待ち時間等を把握するとともに、参考情報欄で取引先との協議状況や施設の制約、
業種特性等を見える化し、関係者の連携を促す（2027年７月末〆・以降毎年度７月末〆）

・定期報告や希望する荷主の報告を評価し、優良事業者を公表（2027年度以降）
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（全ての貨物自動車運送事業者等／特定貨物自動車運送事業者等）

努力義務への
対応等

保有車両台数
の把握

特定事業者の
指定の届出

中長期計画の
策定

定期報告の
提出

・積載効率の向上等に向けた取組状況を整理

・事業者（法人番号）ごとに、前年度の保有車両台数を算定し、特定貨物自動車運送事業者
等に該当するか確認

・特定貨物自動車運送事業者等が前年度の保有車両台数が150台以上の場合は、国土交
通省に届出を行い、特定事業者の指定を受ける（５月末〆・初回のみ）

・積載効率の向上等に向けた取組の全体像と改善の優先順位・方法を検討

・輸送網の集約や配送の共同化に向けた事業者間協議などの長期的な対応を含めて計画
（2026年は10月末〆・毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更がなければ５
年ごと７月末〆）

・判断基準の取組に係る進捗状況を記載するとともに、参考情報欄で判断基準の取組状況
等以外の取組を見える化を実施（2027年７月末〆・以降毎年度７月末〆）

特定トラック事業者等の改正物効法への対応のフロー図
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特定倉庫業者の改正物効法への対応のフロー図（全ての倉庫業者／特定倉庫業者）

努力義務への
対応

取扱貨物重量
の把握

特定事業者の
指定の届出

中長期計画の
策定

定期報告の
提出

評価・公表

・各施設／運行における判断基準の取組状況を整理
・物流改善に向けた体制を構築し、取組を行う

・事業者（法人番号）ごとに、保管量※を算定
（※保管量：報告年度の前年度において当該倉庫業者がその倉庫業の用に供する倉庫において新たに寄託を受けた貨物の重
量を算定し、合算して得た重量）

・保管量が70万トンを超える場合は、国土交通大臣に届出を行い、特定事業者の指定を受ける
（５月末〆・初回のみ）

・荷待ち時間等の全体像を把握し、改善の優先順位・方法を検討
・取引先との協議や施設整備などの長期的な対応を含めて計画
（2026年は10月末〆・毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更がなければ５年ごと７月末〆）

・判断基準の取組状況や荷待ち時間等を把握するとともに、参考情報欄で取引先との協議状況や施設の制約、
業種特性等を見える化し、関係者の連携を促す

（2027年７月末〆・以降毎年度７月末〆）

・定期報告や希望する事業者からの報告を評価し、優良事業者を公表
（2027年度以降）
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改正物流効率化法 質疑応答紹介

Ｑ．特定事業者に該当する場合は通知があるのか

40



Ｑ． 特定事業者に該当する場合は国から通知等があるのか。
国から通知等がないために特定事業者としての届出が漏れて
いた場合はどうなるのか。

Ａ．自社が特定事業者に該当するかどうかは、前年度の取扱貨物重量（第一
種荷主・第二種荷主・連鎖化事業者）、前年度末時点の車両台数（ト
ラック事業者）、前年度の営業倉庫入庫量（倉庫業者）の実績を把握し、
指定基準値以上に該当する場合に自ら事業所管省庁に届け出る必要があ
ります。特定事業者の指定基準値以上に該当するかどうかは、各事業者の責
任において判断しなければなりません。
特定事業者の指定に関して、国は事業者に対して指定基準値の該当性に

ついての報告徴収や立入検査を行うことができることとなっています。特定事業
者の指定基準値以上に該当するにも関わらず故意に届出を怠った場合、罰
則（50万円以下の罰金）が適用される可能性もあります。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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参考：特定事業者の指定基準

「物流効率化法」
理解促進ポータル
サイト ＞ 5分でわ
かる物流効率化法
の改正のポイント
から
https://www.revis
ed-logistics-act-
portal.mlit.go.jp/5
minutes/
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Ｑ． 複数の事業を行っている場合、複数の種別の特定事業者に
該当することもあり得るのか。

Ａ．同一の事業者（法人）が複数の事業を兼業している場合、事業の種別
（第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者、トラック事業者、倉庫業者）
ごとに特定事業者の指定基準値に該当するかどうかを判断し、該当した種別
について、特定事業者として必要な手続を行ってください。
例えば、トラック事業と倉庫業を兼業している事業者について、保有車両台

数が150台以上、かつ貨物の保管量（入庫量）が70万トン以上であった場
合、特定トラック事業者と特定倉庫業者の両方に該当し、それぞれの事業に
ついて特定事業者としての対応が必要となります。
荷主については、事業者として全体ではなく、第一種荷主、第二種荷主それ

ぞれの立場での取扱貨物重量に分けて特定荷主の指定基準値（９万ト
ン）に該当するかどうかを判断することになります。例えば第一種荷主としての
取扱貨物重量が８万トン、第二種荷主としての取扱貨物重量が７万トンと
いう場合は、特定第一種荷主にも特定第二種荷主にも該当しません。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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改正物流効率化法 質疑応答紹介

Ｑ．特定荷主の指定に係る取扱貨物重量について
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Ｑ． 荷主としての取扱貨物重量の把握（計測）が困難な場合
はどうしたらよいか。

Ａ．荷主としての取扱貨物重量の算定は、届出省令に列挙されている方法の中
から各事業者において事業の特性に鑑みて適切と考えられるものを選択するこ
ととなっています。また、取扱貨物や事業に応じて算定方法を使い分け、それら
を足し合わせて算出する事も可能です。算定方法を特定荷主の届出に記載
する必要はありませんが、報告を求められた場合は対応できるように整理くださ
い。
なお、特定荷主の届出は、取扱貨物の重量が基準重量以上である場合に

その旨をチェックボックス形式で回答することとしており、具体的な重量の数値は
任意記載としているため、９万トン以上であることが確実な場合に精密な算
定を求めるものではありません。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き（ver.1.0）」
P4～P7 取扱貨物の合計の重量の算定
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf



②重量の算定方法

「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令」（2025年８月29日公布）
（特定第一種荷主の指定に係る貨物の重量の算定方法に関する規定）
第一条：令第六条（特定第一種荷主の指定に係る重量）第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 実測
二 対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法
三 対象貨物の容積を当該対象貨物の重量に換算する方法
四 対象貨物の運送に係る貨物自動車の最大積載量又は平均積載量に当該貨物自動車の台数を乗ずる方法
五 対象貨物の売上額又は仕入額を当該対象貨物の単位重量当たりの額で除する方法※１

六 第二種荷主としての対象貨物の重量（受渡し貨物重量）が第一種荷主としての対象貨物の重量（委託貨
物重量）とおおむね一致する場合に、受渡し貨物重量を委託貨物重量とみなす方法

七 対象貨物に係る運送契約又は物品の売買その他の取引の契約において重量が定められている場合に、当該
重量を運送ごとに区別する方法

八 一～七の方法により対象貨物の重量を算定することが困難であると認められる場合に、当該対象貨物の重量を
適確に算定できると認められる方法

さらに、重量の算定に当たっては、以下の重量を考慮しないことができます。
①郵便物、②信書便物、③特別宅配貨物※２、④軽量な資材や事務用品※

※１ 換算係数としては、例えば、物流センサス付属資料の出荷原単位を利用することが考えられる。
※２ 特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる運送であって、１の運送契約により１個の貨物を運送する方法により運送される、１個

当たりの重量が30kg以内の貨物をいい、当該貨物と同時に受渡しが行われる他の貨物との合計の重量が150kg未満のものに
限る。

※３ 当該事業者の対象貨物の重量の合計の１％程度までであれば算定対象から除くことができる。

各企業・業界の
実態に応じて選択

取扱貨物や事業に応じて
使い分け・合算も可能
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令和７年9月 国土交通省・経済産業省・農林水産省合同説明会資料
「改正物効法に基づく特定事業者の対応について」から



○届出のイメージ
【貨物の運送の委託及び受渡しの状況届出書：１．事業者に関する事項 欄】

参考：特定荷主の指定に係る届出

○届出の流れ

事業者の名称

主たる事務所の所在地

主たる事業

主たる事業の細分類番号

トン□ ９万トン以上貨物の運送の委託の状況（ 年度）

トン□ ９万トン以上貨物の受渡しの状況（ 年度）

備 考

荷主 荷主事業所管大臣

①自社の取扱貨物重量を算定
※第一種荷主分と第二種荷主分をそれぞれ算定

※年度単位（４月～３月）

③届出の内容を確認

電子システム

④特定荷主として指定

②届出（様式１）を提出
※第一種荷主又は第二種荷主としての取扱貨物重量が９万トン以上の場合
※取扱貨物の合計の重量が基準重量を上回った年度の翌年度の５月末日まで

第二種荷主分

該当する方にチェックを入れる
（両方該当する場合は両方に入れる）

第一種荷主分

具体的な重量の
数値の記載は任意

（把握していれば記載）
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４月～翌年３月を１年度とする
（事業者の事業年度に関わらず）



改正物流効率化法 質疑応答紹介

Ｑ．特定トラック事業者の指定に係る
保有車両台数について
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Ｑ． 特定トラック事業者の指定基準値としての輸送能力（保有
車両台数）は、被けん引車を含んで150台か。

Ａ．貨物自動車運送事業者等は、届出の要否を判断するために、前年度末に
おいて保有する貨物自動車のうち、自らの貨物自動車運送事業（一般・特
定・軽）及び第二種貨物利用運送事業の用に供するものの合計数を算定
し、基準能力（150台）と比較する必要があります。
輸送能力としての車両台数の算出には被けん引車も含まれます。そのため、

セミトレーラーの場合、けん引車（トラクターヘッド）の台数と被けん引車
（シャーシ）の台数を合算したものを車両台数としていただくようお願いいたし
ます。（例えばヘッド１台＋シャーシ３台の場合は４台としてカウントすること
になります。）

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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「特定貨物自動車運送事業者等の物流効率化法への対応の手引き（ver.1.0）」
P4～P5 輸送能力の算定
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001976793.pdf



○届出の流れ

トラック事業者等 国土交通大臣

③届出の内容を確認

電子システム

④特定貨物自動車運送事業者等として指定

50

参考：特定トラック事業者の指定に係る届出

○届出のイメージ
【輸送能力届出書：１．事業者に関する事項 欄】

事業者の名称

主たる事務所の所在地

台□ １５０台以上
輸送能力
（ 年度）

備 考 チェックを入れる

貨物自動車運送事業者等としての
輸送能力

具体的な台数の記載は任意
（把握していれば記載）

②届出を提出
※輸送能力が１５０台以上の場合

※輸送能力が基準能力を上回った年度の翌年度の５月末日まで

①自社の運送事業の用に供する台数を把握
※台数には被けん引車を含む

※年度末（３月末）時点の台数

４月～翌年３月を１年度とする
（事業者の事業年度に関わらず）



改正物流効率化法 質疑応答紹介

Ｑ．特定倉庫業者の指定に係る保管量について
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Ｑ． 特定倉庫業者の指定基準値としての保管量は、どの時点を
基準として70万トンなのか。

Ａ．特定倉庫業者の指定に係る保管量は、「当該年度の前年度における入庫
ごとに重量を算定し、それらの重量を合算して得た重量」である旨が定められ
ています。よって、倉庫業者の場合、「前年の４月から当年の３月までの１
年度間の入庫量」を算定し、当該重量が70万トン以上となる場合、当年５
月末日までに届け出る必要があります。
入庫重量の算定方法は、実測のほか、貨物の容積を重量に換算する方法

や、寄託契約で定められている重量によって計算する方法なども認められてい
ます。
特定倉庫業者の指定基準としての保管量（入庫量）は、「営業倉庫にお

いて寄託を受けた」貨物の重量となるので、営業倉庫以外の自家用倉庫等
における保管量（入庫量）は算定の対象外となります 。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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「特定倉庫業者の物流効率化法への対応の手引き(ver.1.0)」 P4～P5
保管量の合計の重量の算定
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001981742.pdf



○届出の流れ

倉庫業者 国土交通大臣

③届出の内容を確認

電子システム

④特定倉庫業者として指定

53

参考：特定倉庫業者の指定に係る届出

○届出のイメージ
【保管量届出書：１．事業者に関する事項 欄】

事業者の名称

主たる事務所の所在地

万トン□ ７０万トン以上
保管量
（ 年度）

備 考 チェックを入れる

営業倉庫において
寄託を受けた貨物の入庫量

②届出を提出
※保管量（入庫量）が７０万トン以上の場合

※保管量（入庫量）が基準保管量を上回った年度の翌年度の５月末日まで

①自社の営業倉庫における
保管量（入庫量）を算定
※年度単位（４月～３月）

具体的な重量の
数値の記載は任意

（把握していれば記載）

４月～翌年３月を１年度とする
（事業者の事業年度に関わらず）
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Ｑ． 特定事業者の指定は事業者（法人）単位か、事業所単位
か。グループ会社の場合、グループ単位とすることも可能か。

Ａ．特定事業者の指定は事業者（法人）単位です。
事業者（法人）として各地に複数の支店や事業所をお持ちの場合も、事

業者（法人）単位で特定事業者の指定基準値に該当するかどうかを判断
し、該当する事業者（法人）単位で特定事業者として必要な手続を行って
ください。
グループ会社の場合も同様に、グループ関係や親会社・子会社、連結・非

連結等に関わらず、個々の事業者（法人）単位で判断してください。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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Ｑ．特定事業者の指定基準に該当する場合の
届出の方法
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Ｑ． 特定事業者の指定基準に該当する場合の届出の提出方法
は。

Ａ．特定事業者関係の届出、指定等の全ての手続は、原則として電子システ
ムによりオンラインで行う予定としております。
電子システムによる具体的な届出方法は、令和８年３月中に「物流効率

化法」理解促進ポータルサイトにてご案内予定です。実際にご利用いただく
電子システムは令和８年４月１日に同ポータルサイトに掲載予定です。
電子システムによる各種の届出や報告はフォーム入力を基本として押印等

は不要とし、全ての手続がシステム上で完結する形を想定しております。
なお、オンライン提出ができない場合は、Word等の形式で作成した届出や

報告を所定の提出先へ郵送等によりご提出いただく想定です。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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Ｑ． 特定事業者の指定基準に該当する場合の届出の提出先は。
Ａ．
＜特定荷主＞
提出先：荷主事業所管大臣（当該事業者が行う貨物の運送の委託又は受

渡しを伴う事業を所管する大臣全て）
※荷主事業所管大臣の権限が地方支分部局長等に委任されている場合は、荷主の主たる事

務所の所在地を管轄する当該委任先地方支分部局長等が提出先となります。
※貨物の運送の委託又は受渡しを伴う事業の原則全てをカバーできるように提出先を選択いた

だく必要があります。荷主事業所管大臣については、「特定荷主の物流効率化法への対応の
手引き」記載の荷主事業所管大臣の一覧を参照ください。

※重量算定において考慮しないこととした軽微な貨物の運送であって、中長期計画や定期報告
において取り上げる課題のないものに係る荷主事業所管大臣は、提出先から除くことができます
が、当該事業に関し指導、勧告等を受けた際は、提出先の修正・再提出が求められる場合が
あります。

（次ページに続く）
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「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き（ver.1.0）」P50～ 荷主事業所管大臣一覧
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf



Ｑ． 特定事業者の指定基準に該当する場合の届出の提出先は。
Ａ．
（前ページから）
＜特定トラック事業者＞
提出先：提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局貨物課
＜特定倉庫業者＞
提出先：提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局環境・物流

課
※提出先は各県の運輸支局ではなく、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局の本局と

なります。（中国地方の場合は中国運輸局の本局）
※地方運輸局は、各事業者様からご提出いただいた様式の内容を確認後、国土交通大臣に

提出します。
※沖縄県にあっては、沖縄総合事務局運輸部が提出先となります。
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Ｑ．物流効率化法上の荷主に誰が該当するか
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Ｑ． A社から製造受託した製品を当社工場で製造し、製造された
製品はA社とその取引先B社との間での商取引に基づいて当
社工場から輸送される。このケースにおいては、当社は第一種
荷主又は第二種荷主に該当するのか。

Ａ．運送契約の締結を誰が行っているか、貴社が自社トラック以外のトラックとの
間で貨物の受渡しを行うかによって、以下のとおりとなります。

①．製造した製品について、相談者（工場）がトラックと契約してＢ社まで運
んでもらっている場合、相談者が第一種荷主（トラック事業者と契約する
者）に該当します。

②．製造した製品をA社orＢ社が契約したトラック若しくはＢ社自身が所有す
るトラックが引き取りに来る場合、相談者は第二種荷主（自社以外のトラッ
クとの間で貨物を受け渡す者）に該当します。

③．製造した製品を相談者（工場）が自社の配送用車両（白ナンバート
ラック）にてＢ社まで運ぶ場合、相談者はどちらにも該当しません。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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荷主の区分の考え方

62

自社トラック以外の
トラックを貨物の
運送・受取りに
利用していますか？

運送契約の締結は
誰が行っていますか？

①自社
（元請けトラック事業者、
物流子会社、３ＰＬ等に
委託する場合を含む。 ）

②取引先
（取引先の社用トラックを
利用する場合を含む。 ）

①自社トラック
以外のトラックで
運送する貨物の
年間重量はいくら
ですか？

②自社トラック
以外のトラックとの
間で受け取る・
引き渡す貨物の
年間重量はいくら
ですか？

はい

いいえ

①

②
物流効率化法上の
荷主には該当しない
※物流に関わる事業者に
は物流効率化法第32条
の責務規定がかかります。

9万トン
以上

9万トン
未満

9万トン
以上

9万トン
未満

特定第一種荷主
※中長期計画、定期
報告等の対応が必要

第一種荷主
※努力義務のみ

【留意事項】
• 運送事業者との運送契約について、自社契約、取引先契約（自社で貨物の受渡しを行うものに限る。）の両方が
ある場合、第一種荷主、第二種荷主の両方に該当します。（フローチャートの①、②両方に該当します。）

• 取扱貨物の重量は、受取り、引渡しで区別せず、自社契約分、取引先契約分のそれぞれで、受取り分と引渡し分
の貨物重量を合算します。（例えば、年間受取貨物重量５ 万ｔ、年間引渡貨物重量５万ｔ、いずれも取引先契約
の運送事業者とやり取りしている場合、 第二種荷主としての取扱貨物重量10万ｔとなり、特定第二種荷主に該当
します。）

特定第二種荷主
※中長期計画、定期
報告等の対応が必要

第二種荷主
※努力義務のみ

「物流パターンごとの荷主の考え方」から

A③

A①

A②



Ｑ． 荷送人がまず物流子会社（貨物自動車運送事業者又は貨
物利用運送事業者）に運送を委託し、さらにその物流子会社
が別の事業者に運送を再委託した場合、第一種荷主は誰か。

Ａ．この場合は物流子会社ではなく、貨物自動車運送事業者又は貨物利用
運送事業者に運送を委託した者として、荷送人が第一種荷主に該当します。
第一種荷主は、「自らの事業（貨物の運送の事業を除く。）に関して継続

して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を行
わせることを内容とする契約（貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを
内容とする契約を除く。）を締結する者」と定義されており、実運送事業者ではな
く利用運送事業者に運送を委託した場合も第一種荷主に該当します。
受託した運送を別の事業者に再委託した物流子会社は「貨物の運送の事

業」として運送契約を締結する者であり、条文上、荷主から除かれます。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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「物流パターンごとの荷主の考え方（ver.1.2）」
1-1. 通常物流、2-2. 物流子会社や３PL事業者を利用している場合
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/sippers-mindset-logistics-pattern_ver.1.2.pdf



1-1. 通常物流

第一種荷主：事業者A 第二種荷主：事業者B
【Mトン】 【Mトン】

○ 元請トラック事業者や貨物利用運送事業者を介しトラックを手配した場合、第一種荷主は荷送人。
※ 元請トラック事業者や貨物利用運送事業者は、「貨物の運送の事業」として運送契約を締結する
者であり、条文上、荷主から除かれる。

事業者A
（自社工場・倉庫等）

事業者B
（自社工場・倉庫等）

商取引契約

運送契約

荷受人

貨物自動車運送事業者C

引渡し
Mトン

受取
Mトン

荷送人

元請貨物自動車
運送事業者D

運送契約

事業者A
（自社工場・倉庫等）

事業者B
（自社工場・倉庫等）

商取引契約

運送契約

荷受人

貨物自動車運送事業者C

引渡し
Mトン

受取
Mトン

荷送人

貨物利用運送
事業者E

運送契約

「物流パターンごとの荷主の考え方」から
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元請貨物自動車運送事業者Ｄに
運送を委託したＡが
第一種荷主に該当します。

貨物利用運送事業者Ｅに
運送を委託したＡが
第一種荷主に該当します。

貨物自動車運送事業者Ｃに運送を再委託したＤとＥは、
「貨物の運送の事業」として運送契約を締結しているた
め、荷主には該当しません。

貨物自動車運送事業者Ｃに運送を再委託したＤとＥは
「貨物の運送の事業」として運送契約を締結しているた
め、荷主には該当しません。



商取引契約荷送人 荷受人

３PL事業者I

仕分け・保管

2-2. 物流子会社や３PL事業者を利用している場合

引渡し
Mトン

３PL事業者J

運送契約

貨物自動車運送事業者C

受取
Mトン

物流業務委託
（運送契約を含む）

○ 物流子会社や３PL事業者(※)が自らの「貨物の運送の事業」として運送契約を結び、又は「貨物の
運送及び保管の事業」として貨物の受渡しを行う場合は荷主に該当せず、これらの事業者に運送契約
等の物流業務を委託した者が荷主となる。

事業者A
（自社工場・倉庫等）

事業者B
（小売店舗等）

第一種荷主：事業者A 第二種荷主：事業者B
【Mトン】 【Mトン】

※ ３PL（third party logistics）は、荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流システムの構築の
提案を行い、かつ、それを包括的に受託し、実行するもの。貨物利用運送事業を含む場合が多い。

物流業務委託
（運送契約を含む）
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「物流パターンごとの荷主の考え方」から

３PL事業者Iに運送契約を含む
物流業務を委託したAが
第一種荷主に該当します。

３PL事業者Iは「貨物の運送の事業」として貨物自動車運送事業者Ｃと運送契約を締結しているため
第一種荷主には該当せず、また、トラックドライバーとの貨物の受渡しは 「貨物の保管の事業」として
行っているため、第二種荷主にも該当しません。



Ｑ． 倉庫業者は、物流効率化法上の「荷主」に該当することもあ
るのか。

Ａ．
＜第一種荷主の該当性＞

第一種荷主の定義からは、自らが行う「貨物の運送の事業」に関して運送を
委託する者は除かれますが、「貨物の保管の事業」に関して運送を委託する
者は除かれません。よって、例えば倉庫業者が寄託物を移動させるためにトラッ
ク事業者と契約する場合は、「貨物の保管の事業」に関して運送を委託する
者として第一種荷主に該当します。ただし、倉庫業者が貨物利用運送事業
者として貨物の運送を委託されてトラックを手配する場合は「貨物の運送の事
業」に関して運送を委託する者となるので、第一種荷主に該当しません。

＜第二種荷主の該当性＞
第二種荷主の定義からは、自らが行う「貨物の運送及び保管の事業」に関

して貨物の受渡しを行う者は除かれます。倉庫業者が「貨物の保管の事業」
のためにトラックドライバーとの貨物の受渡しを行う場合（倉庫業の営業に伴う
営業倉庫への寄託物の入出庫など）は、第二種荷主には該当しません。
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荷主等の定義・義務
特定事業者
の義務

努力義務(※)定義（第30条／第45条）種別

・中長期計画
・定期報告

第34条
・積載効率の向上等
（輸送網の集約、配送の
共同化等）

貨物自動車運送事業者等貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送
事業者（以下「貨物自動車運送事業者」という。）及び同法第三十七条の二第三項に規定する特定
第二種貨物利用運送事業者をいう。

貨物自動車
運送事業者
等

・中長期計画
・定期報告

・物流統括管理者の
選任

第37条第１項～第３項
・積載効率の向上等
（リードタイムの確保等）
・荷待ち時間の短縮
（日時指定時の考慮等）
・荷役等時間の短縮
（パレットの利用等）

自らの事業（貨物の運送の事業を除く。）に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用
運送事業者（第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業法
第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。）に貨物
の運送を行わせることを内容とする契約（貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを
内容とする契約を除く。）を締結する者をいう。

第一種荷主

・中長期計画
・定期報告

・物流統括管理者の
選任

第37条第４項・第５項
・荷待ち時間の短縮
（日時指定時の考慮等）
・積載効率の向上等
（第一種荷主への協力等）
・荷役時間の短縮
（検品の効率化等）

次に掲げる者をいう。

イ 自らの事業（貨物の運送及び保管の事業を除く。ロ及び第四十五条第五項において同じ。）に関
して継続して貨物（自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨
物を除く。ロ及び第四十二条第四項において同じ。）を運転者（他の者に雇用されている運転者に
限る。以下この号において同じ。）から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者

ロ 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させ
る者

第二種荷主

・中長期計画
・定期報告

第41条
・荷待ち時間の短縮
（日時指定時の考慮等）
・荷役等時間の短縮

（停留場所の拡張、荷役等
に前後する貨物の搬出入の
迅速化等）

次に掲げる者をいう。
イ 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者（以下「倉庫業者」という。）

ロ 港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）第三条第一号に掲げる事業を経営する者
であって、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行うもの

ハ 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第十八項の航空運送事業を経営する者の
うち貨物の運送を行うものであって、当該航空運送事業について運転者との間で貨物の受渡しを
行う者

ニ 鉄道事業法第二条第二項の第一種鉄道事業又は同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者
のうち貨物の運送を行うものであって、当該第一種鉄道事業又は当該第二種鉄道事業について
運転者との間で貨物の受渡しを行う者

貨物自動車
関連事業者

・中長期計画
・定期報告

・物流統括管理者の
選任

第45条
・荷待ち時間の短縮
（日時指定時の考慮等）
・積載効率の向上等
（第一種荷主への協力等）

定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又
は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であっ
て、当該契約に基づき、当該契約の相手方（以下この条において「連鎖対象者」という。）と運転者と
の間の貨物の受渡しの日及び時刻又は時間帯を運転者に指示することができるもの

連鎖化事業
者

(※)荷役等時間の短縮の対象は、荷主自身が管理する施設及び寄託先の施設におけるもの。荷待ち時間の短縮の対象は、くわえてその周辺の場所におけるもの。

「物流パターンごとの荷主の考え方」から
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Ｑ．特定荷主と特定倉庫業者が
定期報告に記載する荷待ち時間等の

計測対象のサンプリングについて
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Ｑ． 荷待ち時間等の計測対象のサンプリングとは何か。
Ａ．特定荷主や特定倉庫業者自身が管理する全ての施設の全ての運行にお

いて荷待ち時間等を計測することは、費用や作業負担等の観点から、必ず
しも合理的でないケースも想定されます。
このため、全施設全運行での荷待ち時間等の計測が難しい特定荷主・特

定倉庫業者においては、取組の実効性の担保を前提として、サンプリング等
の手法を用いて報告することを許容しています。
サンプリング（標本抽出）の最低値は以下のとおりです。

・対象施設：取り扱う貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、特定荷
主・特定倉庫業者自身が管理する全ての施設から、年間におい
て取扱貨物の重量が大きい施設 又は 実態を把握すべき施設

・対象期間：四半期ごとに任意の連続した５営業日以上（各四半期中最も
売上金額が低いと見込まれる月は対象外）

・対象運行：原則として対象施設で対象期間中に計測した全ての運行

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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Ｑ． 計測対象施設において荷待ち時間等の報告の省略が可能と
なるのはどのような場合か。

Ａ．荷待ち時間等の計測・報告の負担を合理的なものとするため、計測対象
施設が以下に該当する場合については、定期報告書への荷待ち時間等の
記載の省略を可能とすることとしています。
① 荷待ち時間等が１時間未満の場合は、荷待ち時間・荷役等時間の報告省略が可能
※１か月（計測対象期間のサンプリングを行う場合は、１つの連続する計測対象期間）の平均が
１時間未満であれば報告省略が可能とします。１時間未満であることの確認方法は、計測ではなくト
ラック事業者や作業員へのヒアリングでも構いません。

② 業界特性等により荷役等時間の短縮が困難な場合は、荷役等時間の報告省略が可能
※②の場合、「荷待ち時間」の報告を省略することはできません。
※「業界特性等により荷役等時間の短縮が困難な場合」としては、解説書に列挙された類型のみを認
めることとします。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き（ver.1.0）」P25～ 荷待ち時間等の計測
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf

「特定倉庫業者の物流効率化法への対応の手引き(ver.1.0)」 P15～ 荷待ち時間等の計測
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001981742.pdf



Ⅳ 荷待ち時間等の状況等
１－1 荷待ち時間等の計測対象の選定の詳細について

選定の考え方について選定の種類

自ら管理する施設の数：工場○か所、自社倉庫○か所、直営店○か所
（①施設ごとの貨物重量を把握している場合の記載例）
当社では、2025年度において、第一種荷主としての取扱貨物の合計の重量が約30万トンあり、そ
の半分にあたる約15万トン分の取扱貨物の運送を把握できるよう施設を選定する。施設ごとの取扱
貨物重量が大きい順に選定すると、７万トンを取り扱うＡ工場、５万トンを取り扱うＢ工場、２万トンを
取り扱うＣ工場及びＤ工場が計測対象となるが、Ｄ工場は荷待ち時間等がほぼ生じていないため対
象から外し、代わりに１万トンを取り扱うＥ工場を対象に加える。

計測対象施設

４半期ごとに売上額が最も低い月は除外した上で、以下を計測対象とした。
・2026年４月６日～10日 ・７月６日～10日 ・10月５日～９日 ・2027年１月11日～15日計測対象期間

商品Ａは、計測対象工場・倉庫において社内転送分の取扱いしかなく、各施設における取扱貨物重
量の１％に満たないため、計測対象から除外する。

計測対象運行

備考 （計測対象の最低は以下のとおり・・・・）
・ 対象施設：取り扱う貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、特定荷主自身が管理する全ての施設から、年間において取扱

貨物の重量が大きい施設又は実態を把握すべき施設
・ 対象期間：四半期ごとに任意の連続した５営業日以上（前年度の実績に照らして、各四半期中最も売上金額が低いと見込まれ

る月は対象外）
・ 対象運行：原則として対象施設で計測した全ての運行

○ サンプリングを実施した場合における計測対象の考え方について
荷待ち時間等の状況等の報告にあたって報告対象を限定する場合は、対象を選定した方法について「荷待ち時間等の計測対象の

選定の詳細について」に記載する。対象施設の選定時に考慮した各施設の取扱貨物重量や、対象期間の選定時に考慮した各月の
売上金額見込みについて、詳細なデータの提出は不要（問合せがあった場合に合理的な根拠が示せればよい）。
なお、報告対象を限定しない場合は、それぞれの欄に「全ての○○」と記載することとする。

⑤定期報告
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１回の受渡しに係る荷待ち時間等の平均時間（分）
識別

３月２月１月12月11月10月９月８月７月６月５月４月種類

40353025荷待ち時間
１ 20251920荷役等時間

ーーーー荷待ち時間等
25304550荷待ち時間

２ 25253040荷役等時間
ーーーー荷待ち時間等

１－３ １回の受け渡しに係る荷待ち時間等の計測結果

⑤定期報告

備考（略）
２ １つの施設において、運行の種類ごとに１－１の「計測対象運行」、１－２の「計測手法」、付表１の「報告省略の理由」が

異なる場合は、「識別」を分けて「施設の名称」の欄に施設の名称に加えて（危険物の運搬）、（危険物を含まない運搬）な
どその区分を特徴付ける名称を記入し、取扱いを分けることを可能とする。

６ 各計測対象施設において、特定第一種荷主としての貨物の受渡しと特定第二種荷主としての貨物の受渡しを区別することが
難しい場合については、それぞれの荷待ち時間等を区別せず、平均時間を ２－３にまとめて記載し、３にその旨を記載すること。

１－２ 計測対象施設の一覧
計測手法（任意）施設の住所施設の名称識別

①（システム）・・・Ａ工場１

②（受付簿）・・・Ｂ工場２

①（システム）・・・Ｃ工場３

72

令和７年9月 国土交通省・経済産業省・農林水産省合同説明会資料
「改正物効法に基づく特定事業者の対応について」から



付表１ 荷待ち時間等の報告を省略する施設に関する業界特性や環境の詳細
業界特性等を踏まえ荷役等の業務に要する時間が安全性又は衛生等の観点か
ら短縮することが難しい理由

省略の理由識別

①２

粘度の高い危険物であり、荷卸し・安全確認に時間を要するものとして判断基準
解説書に挙げられている

②４

⑤定期報告

備考 「報告省略の理由」には、以下から該当する理由の番号を記載すること（略）
①荷待ち時間等が１時間未満 ②業界特性等の理由（荷待ち時間の報告省略のみ）

①荷待ち時間等が１時間未満の場合は、荷待ち時間等の報告を省略することが可能
※１か月（計測対象期間のサンプリングを行う場合は、１つの連続する計測対象期間）の平均が１時間未満であれば報告省

略が可能とします。１時間未満であることの確認方法は、計測ではなくトラック事業者や作業員へのヒアリングでも構いません。
②業界特性等により荷役等時間の短縮が困難な場合は、荷役等時間の報告を省略することが可能
「業界特性等により荷役等時間の短縮が困難な場合」としては、判断基準解説書のよくある質問Ｑ５に列挙された類型のみを

認めることとします。②に該当する場合、短縮困難な荷役等時間を除いた荷待ち時間等が１時間未満であれば、①を適用すること
も可能です。具体的なイメージは以下のとおりです。

荷待ち時間と荷役等時間を切り分けて計測し、荷待ち時間と荷役等時間の合計が１時間未満だった場合（荷待ち時間と
荷役等時間の配分は問わない）

→ 荷待ち時間及び荷役等時間のいずれも報告省略が可能
荷待ち時間と荷役等時間を切り分けて計測し、荷待ち時間が１時間を超えている場合
→ 荷待ち時間のみで１時間を超えている場合は荷待ち時間は報告が必要、荷役等時間は時間にかかわらず②による

報告省略が可能
荷待ち時間と荷役等時間を切り分けないで計測し、荷待ち時間等が１時間未満だった場合
→ 荷待ち時間等の報告省略が可能

荷待ち時間と荷役等時間を切り分けないで計測し、荷待ち時間等が１時間を超えている場合
→ 荷待ち時間等として報告が必要（参考情報に荷役の特性や平均的な荷役等時間について記載いただければ、定

期報告確認時に考慮） 73
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Ｑ．荷待ち時間の定義、起算点について
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Ｑ． 待機時間のスタートの基準をケース別に教えていただきたい。
例えば、開門前に並んでいる（もしくは待っている）場合は、
待機時間になるのか。

Ａ．荷待ち時間とは、トラックドライバーが運転業務に従事した時間のうち、集貨・
配達を行う場所やその周辺の場所において、荷主、当該場所の管理者等の
都合により貨物の受渡しのために待機した時間をいいます。
荷待ち時間のスタートがどの時点になるかは、まず、荷主や当該場所の管理

者等から到着時刻・時間帯の指示があったかどうかが分かれ目になります。
到着時刻・時間帯の指示がない場合はトラックドライバーが集貨場所等に到

着した時刻が荷待ち時間の起算点となりますが、到着時刻・時間帯の指示が
あった場合は、指示時刻よりも前に到着した場合でも、到着時刻ではなく指
示時刻が荷待ち時間の起算点となります。

（次ページに続く）

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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ここでいう指示時刻とは、荷主や当該場所の管理者等が指示をして、トラッ
ク事業者と合意された時刻を指します。例えば、受付時間がトラック事業者に
対して明示的に指示されており、特にトラック事業者から反対の意思表示がな
い場合は、到着時刻・時間帯の指示があったものと考えられますが、トラック事
業者が指示時刻の改善を求めているにもかかわらず荷主等による改善が図ら
れない場合などは、実質的に指示がないものと考えられ、到着時刻が荷待ち
時間の起算点となる可能性があります。
詳細は、「物流効率化法」理解促進ポータルサイトや判断基準解説書をご

参照ください。

（前ページから）

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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（参考）荷待ち時間の算定方法について
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（参考）荷役等時間の算定方法について

「物流効率化法」理解促進ポータルサイト 「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法について
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/method/

※なお、「荷待ち時間」と「荷役等時間」を合わせて「荷待ち時間等」と言います。

「荷主判断基準の解説書（ver.1.3）」P12～ １－５ 荷待ち時間・荷役等時間の算定等
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/sippers-judgment-criteria-book_ver.1.3.pdf

「貨物自動車運送事業者等判断基準の解説書（ver.1.1）」P9～ １－５ 荷待ち時間・荷役等時間の算定等
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001984867.pdf

「貨物自動車関連事業者判断基準の解説書（ver.1.1）」P11～ １－５ 荷待ち時間・荷役等時間の算定等
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/files/pdf/lorry-relation-judgment-criteria-book.pdf



改正物流効率化法 質疑応答紹介

Ｑ．寄託倉庫を利用している場合について
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Ｑ． 寄託倉庫も荷主としての荷待ち時間等の管理対象施設とな
るのか。

Ａ．荷主が短縮すべき荷待ち時間等は、荷待ち時間にあっては次に掲げる施
設又はその周辺の場所におけるもの、荷役等時間にあっては次に掲げる施設
におけるものとされています。
① 当該荷主が管理する施設
（荷主が所有又は賃借する施設をいう。３ＰＬを含む物流事業者にその
施設の運営等を委託しているものを含む。）

② 当該荷主との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する
施設

寄託倉庫も、寄託者が荷主として荷待ち時間等の短縮に努めるべき対象
施設に含まれます（同時に倉庫業者にも当該倉庫における荷待ち時間等
短縮の努力義務が課せられています）。また、荷主が寄託倉庫において受
渡しを行う貨物も、荷主としての取扱貨物重量に算定されます。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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Ｑ． 特定荷主は、①当該荷主が管理する施設と②寄託契約先の
倉庫業者が管理する施設の両方とも、荷待ち時間等を計測し
て定期報告書に記載する必要があるのか。

Ａ．荷主が短縮すべき荷待ち時間等は、荷待ち時間にあっては①②又はその
周辺の場所におけるものに、荷役等時間にあっては①②におけるものとされて
います。
寄託契約先の倉庫業者が管理する施設については、荷主と倉庫業者とで

連携して荷待ち時間等の短縮に努めることを促す趣旨で、倉庫業者に加え
て荷主にも努力義務が課されています。
一方で、荷待ち時間等の計測については、倉庫業者自身も行う一方、荷

主間ごとに計測・管理するためには追加コストを要し、寄託契約の変更が必
要なケースもあります。
このため、原則①を荷待ち時間等の計測対象とした上で、②における荷待

ち時間等の改善に向けては、寄託先施設の一覧や荷待ち時間等の短縮に
向けた連携状況について定期報告書に記載することとしています。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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商取引契約荷送人 荷受人

倉庫業者G

仕分け・保管

2-1. 寄託倉庫を利用している場合

引渡し
Mトン

倉庫業者H

運送契約

貨物自動車運送事業者C
受取
Mトン

寄託

○ 寄託倉庫は寄託者が荷主として荷待ち時間等の短縮に努めるべき対象施設に含まれ、取扱貨物
重量は特定事業者の指定基準重量に計上される。ただし、時間計測の対象施設からは除外できる。

寄託

事業者A
（自社工場・倉庫等）

事業者B
（小売店舗等）

第一種荷主：事業者A 第二種荷主：事業者B
【Mトン】 【Mトン】
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「物流パターンごとの荷主の考え方」から

事業者Aが利用するこちらの寄託倉庫では、
事業者Aと倉庫業者Gの双方が
荷待ち時間等の短縮の努力義務を負います。

事業者Bが利用するこちらの寄託倉庫では、
事業者Bと倉庫業者Hの双方が
荷待ち時間等の短縮の努力義務を負います。
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Ｑ．特定事業者の中長期計画の記載方法について
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Ｑ． 入構から、納品受渡し、受領書受取り、退出まで、概ね１時
間以内の場合、中長期計画の中で、改善点のアドバイス等は
あるか。

Ａ．現時点における自社の取組実施状況を確認した結果、既に十分に効率化
が図られている場合は今後もその状態の継続に努める、事業の特性によりこれ
以上の効率化が困難な場合等には今後も必要な対策を継続するといった目
標を記載してください。
なお、特定荷主及び特定連鎖化事業者向けのもののみではありますが、中

長期計画書及び定期報告書の記載事例集が令和８年３月２日に公開さ
れました。各記載事例集は「取組が進んでいる企業向け」、「これから取組を
深める企業向け」の２つの記載例を提示していますので、自社の実態に合わ
せて、参考として活用してください。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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「物流効率化法」理解促進ポータルサイト お知らせ 中長期計画書・定期報告書の記載事例集を作成しました
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/information/details/post_18.html



改正物流効率化法 質疑応答紹介

Ｑ．罰則規定について
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Ｑ． 罰則規定が定められているのはどのような場合か。
Ａ．罰則規定が定められているのは以下に該当する場合です。
■100万円以下の罰金
➢ 特定事業者の取組が不十分であるときに当該措置を実施するべき旨の命令に違反した場

合
➢ 特定荷主や特定連鎖化事業者が物流統括管理者を選任しない場合

■50万円以下の罰金
➢ 特定事業者の指定基準値を上回る事業者が、特定事業者の指定に係る届出を行わない

又は虚偽の届出をした場合
➢ 特定事業者が中長期計画を提出しない場合
➢ 特定事業者が定期報告を行わない又は虚偽の届出をした場合
➢ 報告徴収の際に報告をしない又は虚偽の報告をした場合
➢ 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合

■20万円以下の過料
➢ 特定荷主や特定連鎖化事業者が物流統括管理者の選任・解任の届出を行わない又は虚

偽の届出をした場合

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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改正物流効率化法 質疑応答紹介

Ｑ．物流統括管理者の選任について
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Ｑ． 特定トラック事業者や特定倉庫業者の指定を受けた場合は
物流統括管理者の選任が必要か。

Ａ．物流統括管理者（CLO）の選任が義務付けられているのは特定荷主と
特定連鎖化事業者のみです。
特定トラック事業者と特定倉庫業者には物流統括管理者の選任義務はあ

りません。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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Ｑ． グループ会社内に複数の特定荷主がいる場合、物流統括管
理者を一名で兼任することは可能か。

Ａ．一名がグループ会社内の複数事業者の物流統括管理者を兼任することは
可能ですが、物流統括管理者は事業者ごとに自社の役員等の経営幹部か
ら選任いただく必要があるため、同一人物を複数事業者の物流統括管理者
として選任するためには、特定荷主に指定されるそれぞれの事業者に当該幹
部が籍を置いていることが必要です。
なお、物流統括管理者は特定荷主等として行う事業運営上の重要な決

定に参画する管理的地位にある者（重要な経営判断を行う役員等の経営
幹部）から選任される必要がありますが、勤務場所、常勤、非常勤は問わ
ず、他の職務との兼務でもかまいません。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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Ｑ． 物流統括管理者の人選や活動内容に苦慮している。物流統
括管理者に期待される具体的な人物像や役割とは。

Ａ．物流統括管理者の人選や体制整備に苦慮する事業者は少なくありません。
こうした課題を踏まえ、物流改革を先行して推進する優良事例を収集・整

理した「ＣＬＯ取組事例集」が令和８年２月２４日に公開されました。自
社の状況や課題に応じて是非ご活用ください。
また、同日に開催された「物流統括管理者（ＣＬＯ）フォーラム」では、

「物流統括管理者（ＣＬＯ）のあるべき姿に関するワークショップ」が提言し
た「物流統括管理者（ＣＬＯ）に期待される姿」について議論されました。

改正物流効率化法 質疑応答紹介
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「物流効率化法」理解促進ポータルサイト お知らせ 「CLO取組事例集」を作成しました。
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• ロジスティクスは物流の諸機能の高度化や統合
• サプライチェーンマネジメントは供給連鎖での情報共有に着目し、

調達から生産、流通等まで全社的な統括管理によって、需給の
適正化、社会課題への対応、付加価値の創出等を実現

※ CLO : Chief Logistics Officer、 CSCO : Chief Supply Chain Officer

物流統括管理者（CLO）に期待される姿

• 中長期計画の作成、定期報告の作成の統括管理
• 特定荷主におけるトラックドライバーの負荷低減等に向けた

事業の運営方針の作成、管理体制の整備
• 物流効率化のための関係各部門間の連携体制構築
※ 事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充てる(法47条)

法令上の「物流統括管理者」の責務 (法47条、省令8条) 「CLO」や「CSCO」の役割

物流統括管理者（CLO）

期待される役割

① 物流効率化及びロジスティクス・サプライチェーン
全体の最適化に係る計画及び実行の統括管理

② 社内での連携・調整
③ 社外との連携・調整
④ ハード・ソフト両面における事業推進・調整
⑤ 体制構築・意識啓発・人材マネジメント 等

求められる知識・知見

• 経営者視点での物流戦略構築・判断能力
• 社内外とのパートナーシップ構築能力
• 物流領域以外も含めた幅広い知識・知見

（サステナビリティ、IT・デジタル、法務・法制度 等）
• 組織マネジメント・人材確保に必要な知識・知見
• グローバルサプライチェーンに関する知識・知見 等

これらの役割や知識・知見すべてを物流統括管理者(CLO)自身が担うものではなく、以下のような人材・組織と連携し、
補完しながら業務を推進することが適切であると考えられる。

高度物流人材（物流オペレーション、事業戦略、IT、ガバナンス 等）を含めたチーム体制の構築
社内の各部門（マーケティング、システム、財務、開発、調達、生産、販売 等）との連携
社外の関係者（取引先、同業他社、運送事業者、異業種 等）との連携

1

2

3

物流統括管理者は、法令上の責務を果たしつつ、それにとどまらず、CLOやCSCOの役割をも担っていくことが期待される。
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改正トラック法質疑応答



改正トラック法関係質疑応答紹介

Ｑ．令和８年４月からの法施行について



Ｑ．昨年６月に成立した改正トラック法の概要とともに、令和８年４月
から施行される内容や、今後の事業許可の更新制や適正原価の創
設等に関するスケジュールについてお伺いをしたい。

Ａ．今後のスケジュールについて（下記ご参照）
令和８年４月１日施行

●委託次数の制限
●違法な白トラに係る荷主等の取締
●運送契約の書面交付義務、実運送体制管理簿作成義務の
利用運送事業者（元請）への適用

令和７年６月１１日（公布日）から３年以内
○事業許可の更新制度、適正原価の遵守義務

改正トラック法 質疑応答
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令和８年４月から施行される法改正内容等について



貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

概要

○ ドライバーの担い手不足により、何もしなければ2030年には輸送能力が34％不足
○ 物流は国民生活及び経済活動の基盤であり、エッセンシャルワーカーであるトラックドライバーの経済的社会的地位の向
上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図るため、トラックドライバーの適切な賃金の
確保とトラック運送業界の質の向上等を目的として、貨物自動車運送事業法を改正するとともに、それを担保するための新
法を制定。

１．許可の更新制度の導入

トラック運送事業の許可について、５年ごとの更新
制を導入

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限

トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、他
の事業者に運送を委託するときは、国土交通大臣が定
める「適正原価」を継続して下回らないことを確保

３．委託次数の制限

トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、元
請として運送を引き受ける場合、再委託の回数を二回
以内に制限するよう努力義務化

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り

許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック（い
わゆる「白トラ」）の利用を禁止（罰則付）荷主等に
対しては是正指導も実施

１．基本方針の策定

（１）体制の整備

①許可の更新事務及び②事業適正化支援等を適切・効
率的に実施できるよう独立行政法人に行わせる等必要な
体制を整備

（２）財源の確保等

上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、 ⑴
①について更新手数料等によるほか、⑴②について広く
社会で支える観点から財源措置を検討

２．法制上の措置等

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置等を本
法律の施行後３年以内を目途として講じる

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的な推進

を図るため、物流政策推進会議を設置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者会議を

設置

貨物自動車運送事業法の一部改正 貨物自動車運送事業の適正化のため
の体制の整備等の推進に関する法律

担
保

（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制
（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に

該当するものとして是正指導を実施
（※）標準的運賃については廃止
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令和８年
４月１日
施行

【貨物自動車運送事業法】

施 行 施 行
（令和7年6月11日）

公 布

○委託次数の制限
○違法な白トラに係る荷主等の取締
○実運送体制管理簿作成義務等の利

用運送事業者への適用

１年以内

○許可基準追加、許可更新制度
○適正原価の遵守義務
○労働者処遇確保義務

３年以内 ２年（経過措置）

適正原価の
告示

更新の申請及び審査の開始
（５年めどで一巡）

【貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律】

（令和7年6月11日）
公 布

３年以内

即日施行

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の
措置等を３年以内を目途として講じる

１．トラック適正化二法の施行時期
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２．委託次数の制限

〇 トラック運送事業者・利用運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送について、他の
トラック運送事業者の行う運送を利用するときは、委託段階を２次までに制限するために必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。

（１）元請け事業者は、自らを「ゼロ次」とした場合、「２次請け」＝再々委託
までに制限するルールを設けること等が必要となる。

（２）一般貨物運送事業者だけでなく、貨物利用運送事業者（第一種自
動車・第二種集配）、軽貨物運送事業者、特定貨物運送事業者に
対しても適用される。

（３）その他、運送契約書面の交付義務、実運送体制管理簿の作成義務
等が、貨物利用運送事業者（第一種自動車・第二種集配）に対し
ても適用されることとなる。

<今後の取引構造>

真荷主 元請事業者

１次委託事業者

２次委託事業者
（実運送）
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改正貨物自動車運送事業法（真荷主の定義）

第十二条(現行)

自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結し

て貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のも

のをいう。

第十二条第二項(令和８年４月１日施行)

自らの事業に関して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者

との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自

動車運送事業者又は貨物利用運送事業者以外のものをいう。

⇒元請の利用運送事業者には、運送契約の書面交付義務や実運送体
制管理簿の作成義務が生じる 98



〇 何人も、無許可でトラック運送事業を営む者に貨物の運送を委託してはならない。
（これに違反した者は、100万円以下の罰金に処する。）

３．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り ①

現在の法律では、違法「白トラ」で運送した側が処罰対象。また、荷主側は
幇助犯、共同正犯等の共犯関係にある場合に限り、処罰対象。

その範囲は狭く、また、立証も難しいのが実情。

今後は、荷主側が違法「白トラ」と認識して発注しただけで違法となり得る
ため、荷主側の関心や遵法意識が向上し、効果的に抑止力が発揮されるこ
とが期待される。
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〇 違法「白トラ」に関わっているおそれや疑いのある荷主等に対しては、トラック・物流Gメンが
是正指導を行うことができる。

（1）国土交通大臣は、違法「白トラ」の原因となるおそれのある行為に関連し、
荷主等に対し、是正指導を実施。
①当該行為をしているおそれがあると認めるとき

⇒  荷主等に対し、 要請 を実施

②当該行為をしていると疑うに足りる相当な理由があると認めるとき

⇒  荷主等に対し、 勧告・公表 を実施

（２）関係省庁も、違法「白トラ」の効果的な防止を図るために必要な協力を実施。

（３）各都道府県トラック協会は、荷主等が違法「白トラ」に関係していると疑うに
足りる事実を把握したときは、国土交通大臣に対して通知。

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り ②
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“違法白トラ禁止”に係る 最新チラシ
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再開は

１１：０５
からです。

休 憩



① 事前アンケート結果、テーマ別の意見・質問共有
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 物流改正法ご質問への回答
④ 全国Ｇメンリレートーク

「各地方運輸局トラック・物流Ｇメンの取組について」
⑤ 参考資料
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東北運輸局におけるトラック・物流Gメンの活動について

＜荷主パトロール（周知啓発）＞ 管内計１３５社訪問
荷主企業が集中している地域を中心にトラック運転者の現状や、トラック・物流Ｇメンの取り組み、昨年６月に成立したトラック
適正化２法による今後の動きなどを周知。（東北管内の各県において、各運輸支局のトラック・物流Ｇメンを中心に実施。）

・東北運輸局・中国運輸局合同パトロール
令和７年９月 中国局 田中課長に来県いただき、仙台市内の物流及び荷主企業に対し荷主パトロールを実施。

・公正取引委員会東北事務所、東北経済産業局と３者合同での荷主パトロール
令和７年11月 取適法所管の公正取引委員会、振興法・下請けGメンを所管している東北経済産業局と連携し、物流

関連の制度周知のほか、取適法・振興法の説明等、物流業界全体の取引適正化について周知。

・東北運輸局・支局合同パトロール
令和８年２月 東北運輸局貨物課、環境物流課、各運輸支局のトラック・物流Ｇメンが集結し、宮城県内の各地区で

一斉にパトロール活動を展開。
制度改正説明及び違反原因行為や是正指導指針、特に今後施行される「適正原価」を踏まえた、各荷主
企業における予算措置への準備等周知。

○パトロールについては、主に最近の制度改正等について荷主企業等へ周知・啓発を中心に実施して
いるほか、「車輪脱落防止街頭点検」に合わせ、トラックドライバーへのGメン制度周知を実施。
○是正指導については、荷主企業・トラック事業者ともにwin･winとなれることに重点を置き、契約内容
や実態の深掘りを丁寧にヒアリングし指導の有無を判断。

・要請 ５件
・働きかけ ５４件
<違反原因行為の割合>
・■長時間の荷待ち 42％
・■契約に無い附帯業務 23％
・■運賃・料金の不当な据置き 18％
・■過積載運送の指示・容認 4％
・■異常気象時の運送依頼 7％
・■無理な運送依頼 6％

公正取引委員会、東北経済産業局との合同パトロール
（出発前の打ち合わせの様子）

ドライバーへの周知
（山形県東根市内）
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今後も関係行政機関との連携したパトロールを継続

関東運輸局トラック・物流Ｇメンの取組みについて

関東運輸局の是正指導件数 勧告： ３件 要請：９４件 働きかけ：７７６件
関東運輸局のパトロール概要 訪問企業数：約１０００社

是正指導件数・パトロール件数について（令和８年２月末時点）

関東運輸局から
• 長時間荷待ちの解消等に対して、荷主が配慮することの重要性を

説明
• 適正な取引環境に向けた取組みについての協力要請 など

公正取引委員会から
• 取適法の施行により、「特定運送委託」が規制の対象取引として追

加となることなど改正内容についての説明や周知 など
労働局から

• トラックドライバーの労働環境改善に向けて、改善基準告示の遵守
に関する協力の要請 など

関係機関との連携の強化（パトロール活動）

◎パトロールの活動について
関係行政機関と連携し、荷主や元請事業者の

営業所を訪問→下記内容の説明等を実施

その他活動について

☆説明会の開催・出前講座の実施
・関東運輸局・関東経済産業局・関東農政局の３局共催で、説明会をオン
ラインで開催。参加者約３００人に対して、トラック・物流Gメンの活動、改
正物効法やトラック適正化二法、持続可能な食品等流通緊急対策事業に
ついて、各局から説明、質疑応答を実施。
・事業者団体向けのトラック・物流Gメンに関する出前講座や適正化二法に
係る（白トラ利用の厳格化含む）説明会等も積極的に実施している。

ラジオ番組 トラック王国の 「 Boo！Boo！Boo！」へ藤田関東運輸局
長がゲスト出演。
トラック・物流Gメンの活動、物流の２０２４年問題等、暮らしに直結する
課題や関東運輸局の取組などについて、ラジオリスナー対して自ら周知・啓発
を図った。
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【機密性２】

20260319貨物課_トラック・物流Gメン活動資料_１年間貨物課

北陸信越運輸局活動実績（R5.7-R8.2まで）

是正指導件数（働きかけ・要請）

働きかけ/１８７件

要請/５件

＊ 数値は２０２６年（令和８年）２月末時点のもの

荷主パトロール実施件数

荷主訪問/１８９社

トラックドライバー等への周知活動実施件数

SA・PA等/７回

道の駅・トラックステーション等/４回
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【聴き取り調査の様子】

【中部運輸局】トラック・物流Ｇメンによる活動について

高速道路のSA・PA、トラックステーション等において、

公正取引委員会及び適正化実施機関のGメン調査員
と連携して、トラックドライバーに対して、荷主等による
違反原因行為に関する聴き取り調査を実施。

是正指導（働きかけ・要請）の実施

要請 ： １９件（荷主 ９、元請 ８、その他 ２）

働きかけ：３５４件（荷主２６１、元請６９、その他２４）

54%
21%

10%

6%
6% 3%

長時間の荷待ち

契約にない附帯業務

運賃・料金の不当な据置き

無理な運送依頼

過積載運送の指示・容認

異常気象時の運送依頼

【違反原因行為の割合】

トラック運送事業者へのプッシュ型情報収集にて入手した情報をもと

に、適正な取引を阻害する疑いのある荷主等に対して「働きかけ」
及び「要請」を実施。

中部運輸局

トラックドライバーへの聴き取り調査の実施

違反原因
行為件数

聴き取り人数実施場所
地域・
回数

33件163人名古屋TS、岡崎SA等
愛知県
6回

16件85人浜松TS、牧之原SA等
静岡県
3回

11件96人養老SA、恵那峡SA等
岐阜県
4回

17件132人亀山TS、鈴鹿SA等
三重県
4回

4件33人南条SA、道の駅みくに等
福井県
3回

2件54人尼御前SA
石川県
1回

荷主等パトロールの実施（啓発活動）

訪問拠点数地域

272か所愛知県

81か所静岡県

92か所岐阜県

98か所三重県

37か所福井県

580か所管内合計

荷主等の営業所、物流拠点を訪問し、物

流の２０２４年問題等に関する啓発を実施。

また、働きかけを行った荷主等にも訪問し、

物流効率化等の取組について聴き取りを実

施。関係行政機関等と連携して活動を展開。

【パトロールの様子】 113



近畿運輸局での取組内容

○トラックGメン発足当初から現在（R5.7～R8.2末）までの活動実績

働きかけ： ３０８件
要請 ： ３７件
⇒ 計３４５件の法的措置を実施

■近畿運輸局実施の是正指導件数■近畿運輸局の荷主等パトロール訪問件数
⇒ 計2,687件の事業者訪問を実施

○荷主企業の本社に対する荷主パトロール

・近畿運輸局管内に本社がある荷主等に対してアポ取りのうえ訪問。
物流に関する現状や問題のヒアリングを行うと共に、
違反原因行為の啓発や改正トラック法の説明を実施。

・各支店・工場を含め全社的にトップダウンでの周知を依頼。
一部、物流子会社等も同席するなど計28社を訪問。

○是正指導後の荷主等へのフォローアップ

・文書発出を実施した荷主等に対してアポ取りのうえ訪問。
・荷主側の取組・意見をヒアリングし、問題点を助言。
・情報提供と荷主側意見に齟齬がある場合は情報を蓄積し、
今後の情報提供に反映させ対応を検討。

・令和８年２月末日時点で計３３件を訪問。

荷主企業の本社に対する荷主パトロール
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荷主等への是正指導等を通じて把握した事例紹介

〇対象事業者：機械メーカー系物流事業者（発荷主）
〇発 生 場 所：近畿運輸局管内
〇経 緯：トラック・物流Gメンが運送会社（１次請け）にアポなし訪問し聴取

●近畿運輸局による是正指導実施。発荷主へヒアリング
•運賃交渉について、ここ数年は全ての契約運送会社に対して、逆に荷主から値上げを提案し実施している。
荷主側で一定の計算方式に基づいた原価の計算で値上げ示し、それでも不十分な場合は、個別に交渉の機会を設
けている。

•直接契約している元請け会社について値上げ実施しているが、元請け会社の更に下に入っている下請け会社は
荷主と直接の契約関係にないため、その値上げが下請けにまで反映されているかは把握していない。

【解決に向けて】
・荷主の下請会社に向けた積極的な情報収集。下請け会社への運賃反映について、元請けにアンケート実施を予定。
・元請会社内でも、荷主運賃交渉の担当と下請会社の窓口担当の部署間で情報共有ができていない可能性があり、
担当部署間での確実な情報共有を指示。

元請けの運送会社から機械運送の仕事を
もらっている。元請けを通じて荷主に運賃交
渉してもらっているが、元請けもずっと値上げ
に応じてもらえていない状況らしく。当社の値
上げも実現されていない

荷主に対して値上げを交渉をお願いします。

荷主にお願いをし
ているが、うちも
運賃を上げてもら
えないので、我慢
して欲しい。

（１次請け） （１次請け） （元請け）

運賃・料金の不当な据置き
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是正指導

荷主等パトロール

オンライン説明会

要請件数 12件

実施数約 2,200箇所（延べ）

参加者約 13,000名（延べ）
• 毎月１回実施（これまで32回実施済）
• トラックGメンの業務、違反原因行為、標準的な運賃、トラック物流問題、

物流効率化に向けた取組事例などを説明
• 令和6年12月からは「国土交通省」主催のオンライン説明会に位置づけ

を更新 (運営は引き続き中国運輸局が事務局となり担当。)

• トラックGメン制度、違反原因行為、トラック物流問題の説明
• オンライン説明会への参加案内
• 運賃交渉には真摯に対応するよう依頼
• 荷待ち・附帯作業等について現認した場合は現地にて指摘

• 疑いのある違反原因行為：恒常的な長時間の荷待ち発生
• 働きかけの内容：文書交付、ヒアリングにより事実確認
• 今後、適宜、フォローアップ予定

※実績：R8.3.19現在

働きかけ件数 174件

中国運輸局トラック・物流Ｇメンの活動状況
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管内各地方行政機関と連携した取組み

中国経済産業局中国運輸局 中国四国農政局

広島労働局

公正取引委員会中国支所

改正物流効率化法の安定的な施行を目的として中国運輸局、中国経済産業局、中国四国農政局が協力のうえ説明会を開催。オン
ラインのほか、広島中央卸売市場など荷主関係者に向けたリアルの説明会も実施。

合同説明会の実施

担当者登壇による説明

「物流特殊指定」「下請法」「フリーランス
法」について

荷主やトラック事業者に対する直接のアプローチ
岡山労働局
「荷主特別対
策担当官」と
連携した荷主
訪問活動

本四高速
道路㈱と連
携したSAで
の周知活動

中国経済産
業局「下請Ｇ
メン」とのトラッ
ク事業者向け
合同ヒアリング

公取中国
支所下請
課との荷主
向け合同パ
トロール

「改善基準告示」について

(写真はイメージ) 117
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九州運輸局 トラック・物流Gメンによる活動実績

１．違反原因行為の疑いのある荷主への是正指導件
数

３．「是正指導指針」の周知活動を強化

実施した是正指導の累計 （R1.7～R８.2）

２．荷主パトロールの実施件数（Ｒ８．２末時点）

働きかけ要請

２９２件８件

1…

3…

0

100

200

300

400

令和６年度 令和７年度

荷主パトロール実施

件数

指針を確認いただくことで、自主的な改善等に繋げ
ることを目的として、 荷主パトロールや、説明会等の
際に、参加者に対して「是正指導指針」の周知を積極的
に実施。ハコベル（株）様のウェビナーでも是正指導指
針の解説をさせていただきました。

４．九州運輸局・管内運輸支局 合同荷主パトロール

３月１７日、九州運輸局、管内全運輸支局（福岡、佐賀、
長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）及び公正取引委員会、
福岡県トラック協会のＧメン調査員が合同で、福岡県
内の物流企業の集積するエリアを中心に、荷主パト
ロールを実施しました。
訪問先では、Ｇメン制度・関係法改正の周知啓発活
動を行い、ご対応いただいた企業との意見交換を実
施しました。

３月１７日 合同荷主パトロールによる訪問件数 ５９件
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内閣府
沖縄総合事務局

是正指導（働きかけ・要請）の実施

トラック・物流Ｇメンによる活動について

過積載街頭取締り・軽油抜取り街頭検査
での聴き取り調査の実施

要 請： １件 荷主 1

働きかけ： 12件 荷主 ８、元請 ３、その他 １ 34%

33%

33%

0%
0%

0%

長時間の荷待ち

契約にない附帯業務

運賃・料金の不当な据置き

無理な運送依頼

過積載運送の指示・容認

異常気象時の運送依頼

【違反原因行為の割合】

荷主等パトロールや各種説明会での啓発
活動の実施

「過積載街頭取締り」「軽油抜取り街頭検査」に併せて、当局総務部
公正取引課や適正化実施機関のＧメン調査員と連携し、トラックドラ
イバーへの荷主等による違反原因行為に関する聴き取り調査を実
施しました。

荷主事業者や運送事業者等を訪問し、取引環境の適正化につい
ての啓発活動や働きかけを実施した事業者への改善状況等の確
認を行った。また、関係行政機関と連携し各種説明会において
トラックＧメン活動の説明や目安箱等への情報提供の呼びかけ
を実施しました。

聴き取り調査、パトロール、説明会等では
目安箱のＱＲコードを印刷しているポケットティッシュを配布

過積載街頭取締の様子 軽油抜取り街頭検査の様子 合同荷主パトロールの様子 ３部合同説明会の様子 120



国土交通省トラック荷主特別対策室主催のオンライン説明会は、
次回以降も毎月1回実施します。また、そのため体制を以下のとおり刷新します

ご清聴ありがとうございました。
次回も是非ご参加ください。

オンライン説明会、次回以降の体制について

１．事務局運営体制の変更

※本省とGメンアシスタント事務局は、守秘義務契約を
結んでいますので、情報管理は国土交通省情報セキュ
リティガイドラインに基づき万全を期してまいります。
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２．周知先名簿情報の管理、お知らせメールの配信元

(これまで)中国運輸局 → (４月以降)本省・全地方運輸局
・Gメンアシスタント事務局

(これまで)中国運輸局 → (４月以降)本省（Gメンアシスタント事務局）

※本省管理の元、全国の地方運輸局が協力し、Gメン
アシスタント事務局が事務を担当する体制に移行しま
す。


